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      民間賃貸住宅の建設費等を助成します！（最大120万円／戸）
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      八幡浜市民間賃貸住宅整備促進補助金のお知らせ


賃貸住宅（アパートなど）の建設やリフォームに対する助成制度です。良質な賃貸住宅の供給拡大を図り、八幡浜市に住もうとする若者や子育て世代などの移住・定住を促進します。


本補助金の申請を希望される方は、あらかじめ事前協議書の提出が必要になります。詳細は下記までお問い合わせください。


	民間賃貸住宅補助金チラシ[PDF：408KB]
	八幡浜市民間賃貸住宅整備促進補助金交付要綱[PDF：360KB]



 


補助対象者


市内に賃貸住宅の建設又はリフォームを行う個人又は法人で、次のいずれにも該当する者


	国税、地方税及び地方公共団体へ納付すべき使用料等に滞納がない者
	賃貸住宅の建設等にあたり、市との事前協議が可能な者
	個人にあっては、当該個人及び２親等以内の親族を入居させない者
	法人にあっては、当該法人の役員等（会社法（平成１７年法律第８６号）第４２３条で規定する役員等をいう。）及びその２親等以内の親族を入居させない者
	暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員又は同条第２号に規定する暴力団と密接な関係を有する者ではないもの



 


補助制度の概要


	事業内容	補助対象住宅	1戸当たりの床面積	施工業者	補助金額	備考
	新築・リノベーション	＜共通事項＞

			・1棟4戸以上の共同住宅等

			・1戸当たりの床面積は25㎡以上とし、キッチン、バス、トイレ、駐車場等を完備するもの

			 

			＜リノベーション＞

			・1㎡当たりの工事費が15万円以上かかるもので、住戸部分の改修に係る費用の割合が全体工事費の5割以上を占めるもの

			 

			＜リフォーム＞

			・1戸当たりの工事費が100万円以上の機能性向上を図る工事（ユニットバスや洗面設備の新設・改良、トイレの和式から洋式へのリフォーム、和室の洋間化など）※現状回復のみの工事は対象外	25㎡以上45㎡未満	市内業者

			の場合	

			1戸当たり

			90万円	1棟当たり限度額

			1,200万円
	45㎡以上	1戸当たり

			120万円
	25㎡以上45㎡未満	市外業者

			の場合	1戸当たり

			60万円	1棟当たり限度額

			800万円
	45㎡以上	1戸当たり80万円
	リフォーム	25㎡以上	市内業者	対象工事費の

			1/10

			※1戸当たり20万円を上限	1棟当たり限度額

			300万円



※「市内業者」…市内に本店、支店等の事業所を有する建築業者等（八幡浜市建設工事入札参加有資格業者の市内業者）


 


事業期間


令和３年度～令和５年度


 


令和５年度予算額


3,000万円


 


手続きの流れ


	事前協議

	※事前協議書受理後、審査を行い、受給資格認定通知を送付します。
	受給資格認定通知
	工事着工

	※工事着手届提出

	※着工後、工事内容が変わる場合、変更事前協議が必要になります。
	完成、引き渡し
	工事代金支払

	※完了報告書に請求書又は領収書の写しが必要です。
	補助金交付申請書及び完了報告書を提出（※令和4年3月31日までに）

	※工事完了（表示登記が終わった）後に交付申請手続きを行ってください。
	補助金交付決定通知
	補助金請求書を提出
	指定口座に補助金振込

	※申請者本人が口座名義人になっているものに限ります。



 


提出書類


事前協議の際の提出書類


	事前協議書（様式第１号様式第1号）

	変更事前協議書（様式第５号様式第５号）
	建物の位置図
	建物の配置図（リフォームの場合は不要）
	建物の平面図、立面図（リフォームの場合は不要）
	建物の設備仕様書（リフォームの場合は不要）
	建物又は補助対象工事の工事費内訳見積書
	建設予定地の登記簿謄本（リフォームの場合は不要）
	建設予定地又は補助対象工事を施工する箇所の現況写真
	暴力団員等でない旨の誓約書（様式第２号様式第２号）
	市税等の滞納がないことを証する書類

	※代理人が申請する場合委任状が必要です。



 


工事着工後の提出書類


	工事着手届（様式第４号様式第４号）



 


補助金交付申請時の提出書類


	補助金交付申請書（様式第７号様式第７号）
	補助金完了報告書（様式第８号様式第８号）
	建物完成図（リフォームの場合は不要）
	建物又は補助対象工事を施工する箇所の工程写真及び完成写真
	建物の表示登記による登記事項証明書の写し（リフォームの場合は不要）
	賃貸住宅建設等に係る契約書の写し
	契約に係る請求書又は領収書の写し
	入居者募集に関する告知関係資料

	※代理人が申請する場合委任状が必要です。



 


補助金交付決定通知を受けた後の提出書類


	補助金請求書（様式第１０号様式第１０号）



 


この記事に関するお問い合わせ


総務企画部　政策推進課　地方創生推進室

郵便番号：796-8501

住所：愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号

TEL：0894-22-3111（代表）

FAX：0894-21-0409

E-Mail：seisaku@city.yawatahama.ehime.jp



    






          

    
  PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
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八幡浜庁舎〒796-8501愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号アクセスはこちら

保内庁舎〒796-0292愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地

TEL：(0894)22-3111（代表）FAX：(0894)24-0610（代表）その他市の関連施設の連絡先はこちら

開庁時間：午前8時30分から午後5時15分まで（土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日までは除く）
窓口延長業務についてはこちら

法人番号：3000020382043







© Yawatahama City.
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